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研究成果の概要（和文）：本研究ではソーシャル・インクルージョンの理念を犯罪行為者処遇の

領域に応用した。その結果、多様な対象者に対して多様な手段を用いて、犯罪を犯す以前から

有していた社会的負因及び刑事司法過程に関与したことに伴う弊害を主体的に克服することを

目指した支援を提供することが求められることが明らかになった。具体的には、刑事司法過程

を通じた一貫した支援体制の構築と支援のための多様な担い手が有機的に連携しながら実効的

支援を提供する体制を構築することが必要となる。 

 
研究成果の概要（英文）：This study tries to apply the ethos of social inclusion to resettlement 

of ex-offenders.  The framework requires that various ex-offenders shall be supplied 

supports by various means for overcoming both handicaps they had before offending and 

negative effects they are injured by experience of criminal justice process.  The support 

system shall have both consistency through criminal justice process and effectiveness by 

means of organic networking of various supportive actors. 
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１．研究開始当初の背景 
（1）従来の研究との関係 
近年、犯罪行為者処遇のあるべき姿をトー

タルに描こうとした注目すべき試みとして、
刑事施設内処遇においてノーマライゼーシ
ョンの理念を徹底させようとするコミュニ
ティ・プリズン構想があった。しかし、施設
収容以前に個人的負因を抱えるが故に社会
不適応を起こした犯罪行為者にとっては、犯

罪を犯すことなく生活を営んでいる外部社
会の人と同じ生活環境の保障だけでは十分
でないことが多いという限界が感じられた。 
 
（2）近時の問題状況 

行刑の現実に目を向けると、知的障害者や
高齢者を始めとする福祉領域で十分なケア
を受けられなかったが故に刑務所の出入り
を繰り返す人たちが多数存在することが明
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らかになりつつあった。行刑実務もこの問題
にようやく本腰を入れ始め、対象者の個別の
ニーズに即した社会復帰プログラム提供の
法的基盤が整備され、民間資源を大幅に活用
し知的障害者や高齢者のための専門的な処
遇ユニットを備えた PFI方式の刑事施設も整
備されてきていた。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、社会的格差の拡大とともに注目
されるようになってきた「ソーシャル・イン
クルージョン」の思想に注目した。この思想
は、社会の周縁に追いやられた人たちの具体
的ニーズに即した援助を提供することで、人
間関係の修復を図り、尊厳のある生活を保障
することを目指しており、犯罪行為者の社会
復帰理念を具体化する上で有用な指針を提
供してくれるものと考えられたためである。 
また、刑事施設内処遇にとどまらず、出所

後も視野に入れ、NPO や社会福祉機関、民間
企業といった社会資源を活用した犯罪行為
者処遇論を展開することを目指した。 
 
３．研究の方法 
（1）理論研究 
 文献等を利用してソーシャル・インクルー
ジョンの理念について明確化を図るほか、従
来の犯罪行為者の処遇論と突き合わせるこ
とにより、理念の具体的な応用を図った。 
 
（2）実態調査 
 先進的な取り組みを行っているヨーロッ
パの事例を調査した。このうちフランスでは
アソシアシオンという民間団体が公的資金
の助成を受け、刑事施設内外で広範に活動し
ていることが、イギリスでは入所中・出所後
の支援をシームレスに提供するための取組
みがなされており、両国ともに社会資源を活
発に活用していることが注目された。 
国内においては、PFI 施設を含む刑事施設

7 施設（喜連川社会復帰促進センター、美祢
社会復帰促進センター、島根あさひ社会復帰
促進センター、北九州医療刑務所、福岡刑務
所、長崎刑務所、札幌刑務所）、国立のもの
を含む更生保護施設 7 施設（沼田町就業支援
センター、ウィズ広島、北九州自立更生促進
センター、長崎啓成会、佐世保白雲、有光苑、
茨城就業支援センター）、犯罪行為者支援に
取り組む NPO法人・社会福祉法人等 4団体（神
戸の冬を支える会、南高愛隣会、長崎県地域
生活定着支援センター、ふるさとの会、三重
ダルク）、弁護士・社会福祉士・元保護観察
官などの個人に対し聴き取り調査を実施し
た。 
 
（3）提言の取りまとめ 
現実に存在している社会資源を踏まえた

上で、ソーシャル・インクルージョンの理念
を踏まえた具体的な犯罪行為者の社会復帰
のあり方について提言を取りまとめた。 
その内容については、2011 年 3 月 19 日に

龍谷大学にて、本研究を総括するシンポジウ
ム「日本における犯罪行為者のソーシャル・
インクルージョン――実践知と理論知の融
合を目指して」を開催し、発表した。 

シンポジウムでは、秋山雅彦氏（特定非営
利法人自立支援センターふるさとの会企画
室長、更生保護法人同歩会常務理事兼事務局
長、保護司）、市川岳仁氏（特定非営利法人
三重ダルク常務理事、三重県地域生活定着支
援センター嘱託相談支援員）、歌代正氏（株
式会社大林組 PFI事業部長、前島根あさひソ
ーシャルサポート統括業務責任者）、谷村慎
介氏（兵庫県弁護士会所属弁護士、日本弁護
士連合会高齢者・障害者の権利に関する委員
会幹事、社会福祉士、精神保健福祉士）方か
ら実践に基づく報告をいただくとともに、本
研究代表者から本研究に基づく問題提起を
行った後に、パネルディスカッション及び質
疑応答を行った。70名余りの聴衆を得た。 
 なお、中間的な研究成果は後掲の論文・学
会発表において公表している。また、最終的
な研究成果は 2011 年度中に研究書の形でま
とめる予定である。 
 
４．研究成果 
 文献調査及び実態調査を踏まえて、本研究
では以下に概要を示すような成果を得た。 
 
（1）従来の犯罪行為者処遇の問題点 
 従来の刑事施設では、厳格な規律の中で社
会復帰への訓練を重視してきた。これは対象
を辛い環境をバネにできる強い心を持つ存
在と措定していたものといえる。他方、更生
保護は福祉的対応を行ってきたが、主たる対
象を頼る人がいたり、就労の見込みがあった
りする人としていた。これらに共通するのは
画一的に、もともと犯罪との親和性が高くな
い人を対象と措定している点である。しかし、
近年、刑事施設内には、知的障害者や高齢者
を始めとする社会的に不利な立場に置かれ
た人が多数いることが認識されつつある。こ
れらのより手厚い支援を要する人たちを念
頭に置いた処遇論を構築する必要がある。 
 
（2）近時の動向とその問題点 
 近時、各都道府県に設置された地域生活定
着支援センターによる、刑事施設を出所した
高齢者や障害者の福祉への橋渡しや、ハロー
ワーク等と連携した就労支援事業の実施と
いった、法務省と厚生労働省の連携に基づく
注目すべき施策が展開されるようになった。
これは、福祉や労働市場からの排除に代表さ
れる多元的な社会的排除が犯罪原因となり



 

 

うることが改めて認識された結果といえる。 
 他方で近時、刑事施設や更生保護に関わる
基本法が改正されたが、そこでは再犯防止が
強調されていた。個々の対象者が抱える問題
に即した個別的処遇プログラムの開発を前
提に、改善更生のための指導を受講すること
が義務とされ、更生保護においては遵守事項
を厳格に履行させることが強調された。これ
らの動向の背景には犯罪行為者の再犯のリ
スクを管理しなければならないとの発想が
ある。リスクは科学的に判定され、価値中立
的な装いを持つが、実際には、測定可能な因
子のみを測定することになる、犯罪原因を後
者の内面に求めることで社会的原因の視点
が希薄になる、拘禁や保護観察を長期化させ
かねない、といった問題を有している。そし
て、福祉施策や就労支援は再犯防止策の一環
としての位置づけを得ることになる。 
 しかしながら、リスクを有するため監視や
管理の対象とされた場合、そもそも本人に自
己変革の主体的な動機が生まれにくい。また
監視措置を実効的にしようとするならば、強
度の権利自由の制約が生じ、さらに犯罪行為
者を特別視し、不信の目で眺めることが前提
となるため、有効な支援との両立が難しくな
るという問題がある。 
真に有効な再犯防止策は多元的な社会的

排除そのものに切り込むことであろう。 
 
（3）ソーシャル・インクルージョンの理念 
 ソーシャル・インクルージョンの理念は、
従来から存在したノーマライゼーションの
理念と比較することで明確になる。 
 ノーマライゼーションは、平等を重視する。
これはしばしば形式的平等で足りると理解
されてきた。またこの理念によっては排除に
よる社会的孤立の状態を解消することには
必ずしもつながらない。さらに、概念の出自
に由来して障害、貧困等特定の問題だけを対
象にしていると理解されがちであった。そし
てこの原理には支援の対象者の主体性を尊
重するという観念は必ずしも内包されてい
ない。ノーマライゼーションの理念自体が多
義的であるため論理必然ではないが、傾向と
して以上のように理解されやすいといえる。 
 それに対して、ソーシャル・インクルージ
ョンの理念は社会的排除が構造的に生み出
されているとの認識を前提とする。排除の原
因は個人ではなく社会的位相に求められる。
そのため高齢者や障害者という特定の福祉
的ニーズを有する人だけでなく、犯罪をし、
また施設に入所したが故に構造的に不利な
立場に置かれてきた犯罪行為者全般を視野
に入れることができる。対策として福祉政策
だけでなく、教育政策・雇用政策など社会政
策全般を視野に入れることができる。また異
質性を承認しつつ、多様性を包摂する社会が

目指され、そのために社会に能動的に参加で
きる前提としての地位（シティズンシップ）
の回復が目標とされる。対象者が受動的に支
援を受け物質的に最低限度の生活を送れる
ようになるだけではなく、能動的に何らかの
意味で他者によい影響を与えうる存在にな
ることが目指される。このように支援の対
象・手段・目標を明確にする機能がこの理念
には認められ、今後の犯罪行為者支援が依拠
するに相応しいものである。 
 
（4）ソーシャル・インクルージョンから見

た犯罪行為者処遇論 
 従来の犯罪行為者処遇論は、主として受刑
者の法的地位論として展開されてきた。そこ
では、刑罰内容を自由の剥奪に純化し、その
反面として必然的に生じうる自由刑の弊害
を除去するための措置を国家に義務付ける
ことが目指されてきた。そのために行刑は社
会化されなければならず、施設内生活はでき
る限り外部社会と共通のものとなり、受刑者
が社会とのつながりを維持することにより、
施設内生活の完結性を打破することが求め
られてきた。そして、人間の尊厳の理念から
個別のニーズに即した処遇を受ける権利が
構想されてきた。 
 しかしながらこのような法的地位論は、犯
罪を犯したが故に特権的地位を与えるもの
かが明確でなく、また受刑者以外の被疑者・
被告人段階で未決拘禁を受けた者や保護観
察を受けた者の地位も不明確であった。 
 ソーシャル・インクルージョンの観点から
は、犯罪行為者という属性ではなく、社会的
排除により生み出された犯罪のリスク要因
となりうる社会的負因そのものを支援の対
象とするとの発想が生まれてくる。これは自
由刑の弊害除去では解消し得ない施設入所
以前から存在する負因への注目を要請する。
それは、本来社会政策により解消されるべき
ニーズが、刑事司法過程で顕在化したに過ぎ
ず、犯罪行為者であるという理由で支援が求
められるわけではない。他方で、刑事司法過
程に関与したこと自体からも支援の必要性
が生まれる。克服の対象は、施設収容に限ら
れず、刑事司法に関与したことに伴う様々な
法的社会的弊害をも含む。このような刑事司
法への関与で顕在化した市民的ニーズと刑
事司法関与により発生する弊害除去という
ニーズを充足することが必要となる。対象者
は犯罪に関わる以前から深刻な問題を抱え
ていることが多く、結果として、支援の内容
は、観念的に想定される社会一般あるいは福
祉受給者よりも手厚いものが必要となる場
合が多くなる。しかしそれは決して犯罪行為
者の優遇ではなく、一般福祉にも必要な支援
の個別化の一形態である。 
 またこの支援は、さらに自らによるラベリ



 

 

ング（排除）の連鎖を断ちきり、自己肯定的
な新たなアイデンティティの獲得（自己認知
の変容）を目指すものでなければならない。
その前提として、制度上のバリアの克服や社
会的ラベリングをもたらす意識の変革が必
要なことは言うまでもない。そのために、福
祉法領域で有力に主張されている主体性尊
重原理（セルフアドボカシーとエンパワーメ
ント）をこの領域にも採り入れることで、単
なる自己決定だけでなく、支えとなる関係性
を保障することが重要となる。 
 このような犯罪行為者処遇の充実は結果
として再犯防止という政策課題に応えるこ
とにもなる。犯罪リスクは、よき人生を送る
上で主体的に克服すべき対象であると捉え
られる。これは同時に処遇プログラムが有効
に作用する前提でもある。 
 
（5）ソーシャル・インクルージョン理念の

具体化 
①一貫した支援 
 制度設計において理念を具体化する際に
重要なのは一貫した支援という視点である。
施設内処遇と社会内処遇は一貫した方針に
基づいて、連続的に行われなければならない。 
施設入所当初から、出所時を見据えた個別

的な処遇計画が策定され、目標を見据えて有
意義な施設内生活を送れる必要がある。入所
当初から必要な外部とのつながりを確保す
るため、外部交通が積極的に保障され、外出
制度等を活用して社会資源とのつながりが
確保される必要がある。 
 現在、各刑事施設には社会福祉士が配置さ
れるようになっているが、常勤化・増員によ
る体制の拡充が必要となる。社会福祉士は本
人の福祉的ニーズを充足し得るために施設
から独立し、主体的に活動することが保障さ
れなければならない。出所後の支援にも関与
できる体制が望ましい。 
 また地域生活定着支援センターについて
は、現在の特別調整制度の対象から漏れる人
についても支援を提供できるよう人的・物的
体制が拡充される必要がある。各センター間
が連携を密にする必要があるし、出所時の福
祉とのつなぎだけでなく、アフターケアを含
め多様な業務を担えるようにする必要があ
る。センターは支援のネットワークの中心と
して機能しなければならない。さらにセンタ
ーの担い手が多様化される必要もある。現在
のように恒常的なセンターが存在している
ことには意味があるが、各センターは設立母
体の性格に応じて得意分野が偏ってしまい
かねないという問題を有している。センター
機能を現在の受託者以外の支援団体も担え
るような柔軟な体制が必要となる。 
 施設内社会福祉士と地域生活定着支援セ
ンターを担い手とする現在の特別調整制度

は、各ステージでの支援の担い手が分断され
ているという大きな問題を抱えている。ソー
シャル・インクルージョンの観点からは、支
えとなる継続的な人間関係構築が重要とな
り、そのためには組織の縦割りにとらわれな
い民間の社会資源が施設内処遇の段階から
支援を継続的に提供することが望ましく、刑
事司法過程終了後の支援の担い手が既に施
設内処遇から関与する体制が確立されなけ
ればならない。行政は、担い手となりうる民
間社会資源が安定して活動することを支援
する役割を担う必要がある。 
 就労支援に関しても、入所中の支援と出所
後の支援が連携していく必要がある。職業訓
練が拡大され、資格取得は促進される必要が
ある。さらに、前科による就業へのハンディ
キャップを克服するために、一定の要件を満
たした場合に前科を抹消する制度が考えら
れてよい。トライアル雇用制度が始まってい
るが、現在の制度では、他の要支援者と同一
の条件となっている。しかし、出所者は施設
入所自体によるハンディキャップを抱えて
いるため、通常の求職者よりも条件をよくす
ることが考えられてよい。 
 社会内処遇から福祉的支援への連続性を
意識する必要もある。この視点からは、保護
観察中とそれ以降の落差を大きくすべきで
ないことが要請される。ハイリスクな対象者
を受け入れて、濃密な処遇を実施し、厳格に
生活を管理するという自立更生促進センタ
ー構想には懐疑の視線が向けられる。 
 さらに、一貫した支援は、刑確定以前の段
階から開始される必要がある。この段階では
収容回避のための支援が重要となる。現在、
安定した帰住先を確保し、将来の安定した生
活プランを具体的に示すための更生支援計
画書を作成することで刑事裁判の段階で施
設収容回避を目指す試みが行われている。こ
のような支援は極めて重要であり、弁護人の
職責の一つとして観念される必要がある。弁
護人がその種の活動を行った場合は国選弁
護費用を加算することが考えられてよい。さ
らに、更生支援計画作成に携わる社会福祉士
等を公費で保障する制度も検討に値する。な
おこの活動は支援の必要性と有効性の調査
にとどまらず、それ自体が支援でもあるため、
事後の支援の担い手がこの調査を担当する
体制が望ましいように考えられる。 
 最後に、犯罪行為に至る以前から支援を受
けていた対象者に対しては、その支援を継続
して受けられることを保障することも必要
である。支援の担い手であった者が、施設
内・社会内処遇に参画できる柔軟な仕組みが
求められることになる。 
 
②支援の担い手のあり方 
 支援の担い手は刑事司法機関・社会福祉機



 

 

関（自治体行政、福祉団体など）・民間ボラ
ンティアなど多様なものが考えられる。従来
は犯罪行為者に特化して支援を行う機関・団
体が中心であったが、近時は支援対象の一部
として犯罪行為者を受け入れる団体や、犯罪
行為者に特化するがその背後にある社会的
負因に注目して支援を行う団体など新しい
担い手が現れてきていることが注目される。
それぞれが得意分野を活かしながら、有機的
なネットワークを構成する必要がある。 
 刑事司法過程では、支援のための働き掛け
が不可避的に強制的な権利・自由の剥奪制限
と結び付き権力性を帯び、主体的な社会復帰
を阻害しかねない。その限界を克服するため
には、可能な限り権力性の色彩を弱めるため
に、純粋に支援を行う担い手が存在している
ことが必要である。そのような担い手は常に
必要というわけではないだろうが、少なくと
も必要に応じて本人が相談できる態勢を整
備することが重要であり、刑事司法機関以外
の担い手を最大限活用することに意識的に
取り組まなければならない。 
 他方で従来型の担い手の重要性が失われ
ないことも当然である。更生保護施設は、本
来福祉の対象であるべきであるが、事実上後
回しにされやすい犯罪行為者のための受け
皿として、また自立就労を支援するための固
有の受け皿として今後とも重要な役割を果
たさなければならない。 
 保護観察官や保護司も今後とも重要な役
割を果たさなければならない。保護観察官は、
裁判所や刑事施設との信頼のおける窓口と
しての極めて重要である。保護司は、専門福
祉的支援は要しないが、短期間の見守りによ
り施設収容・刑事手続関与に伴う弊害の除去
に特化した支援のニーズが存在しており、そ
れを充足できる存在である。それぞれ体制の
充実が必要である。 
 新しい担い手に関しては、支援団体が多様
に存在できるようその活動を行政が支援す
る体制構築が必要である。支援団体にとって
は、支援の実効性を確保し必要な情報を取得
するために刑事司法機関から信頼を獲得す
ることが必要となる。そのためともすれば、
支援団体は対象者の厳格な生活管理を志向
しがちとなる。しかしながら、そのような志
向は福祉の刑事施設化・刑事司法機関化を招
くおそれがある。対象者の個別の性質に応じ
て、そのような対応が必要となる場合は否定
されないであろうが、それは恒常的なもので
あってはならないと思われる。理論的に重要
な点として、支援団体は委託を受けた特定の
業務を実施する役割を担うべきであり、トー
タルな支援のパッケージは公的機関が責任
を持って設計しなければならない。権利擁護
制度の整備も公的機関が担うべきである。 
 今後の展望としては、第 1 に自助グループ

には支援を受ける者にとっての現実的なロ
ールモデルの提供という固有の存在意義が
あり、その役割の拡大が図られる必要がある。
その際には当事者と専門家の適切な連携の
あり方を模索する必要がある。第 2 に、支援
ネットワークのさらなる拡大が図られなけ
ればならない。ボランティアが積極的に支援
に関われる体制が整備される必要がある。 
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